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Ⅰ．はじめに

1973年は、第一次石油危機と高度経済成長の鈍化の契

機、また、福祉元年の年として知られる。一方で、これ

らと関連づけて語られることは少ないが、公害健康被害

補償法（以下、公健法と略す）が制定された年（73.9.26、

施行は74.9.1）でもあった。時の内閣総理大臣は田中角栄

である。時代を象徴するものとして、また、政府の政策

選好を示したものとして、彼が72年に発表した『日本列

島改造論』（日刊工業新聞社）の要旨を升味準之輔の簡潔

な整理から引用してみたい１）。

「今後のわが国に必要な社会資本や福祉の充実をはかるた

めには、『適当に高い経済成長』ができる体制をつくらね

ばならないが、そのためには、公害型の重化学工業から

知識集約型に産業構造を転換すると同時に、これまでの

『成長追求型』の経済運営から、成長によって拡大した経

済力を国民の福祉などに積極的に活用していく『成長活

用型』の経済運営に切りかえねばならない。そして、成

長活用型の運営を行うためには、『単年度均衡の考え方か

ら脱して、長期的な観点に立った財政の均衡を重視』す

る積極財政が必要である。この積極財政は、社会資本の

充実や教育・医療の改善、技術開発の促進のみならず、

経済の高度成長を促す道である。こうして、成長活用型

の経済運営は、『福祉が成長を生み、成長が福祉を約束す

る』好循環をつくりだす。」

この田中の考えは、69年５月に佐藤栄作内閣の下で閣

議決定された「新全国総合開発計画」の延長線上にあっ

て、一見、政府の政策を経済に収斂させようとするもの

ではある。しかし、政府が同時に、福祉、環境の政策領

域でも対応を迫られたという意味において２）、73年を戦

後日本の政治過程の転換点と見るならば、公健法の制定

（以下、制定と略すことがある）とその改正（87.9.18、施行

は88.2.28。以下、改正と略すことがある）をめぐる政治過程

の事例は、「公健法の性格」に由来して、この転換点を

およそ70年代から80年代にかけての「線」、さらには

「面」として検討しうる格好の素材となる。本稿の課題

は、このような観点を背景に、被害救済・費用負担の仕

組について世界でも例を見ない法制度と言われる公健法

が、なぜ、地域指定の解除、及び、被害者の新規認定を

認めないという方向へ改正されたのかを検討することで

ある。

議論に先立って、公健法の性格とその背景について概

観しておこう３）。戦後の公害問題は、およそ50年代後半

に発生した。公健法と関連の深い大気汚染に関しては、

重化学工業の発展に伴う煤煙や個人の自動車保有台数の

急激な伸びによる排気ガスが主な原因とされ、二酸化硫

黄（以下、SO2と略す）二酸化窒素（以下、NO2と略す）等

が注目された。これらに対し、被害者の救済は、挙証責

任を被害者側に求める民事責任制度（不法行為法）の枠

組で処理されてきた。しかし、被害者による企業の過失

と因果関係の立証の困難性、加えて、訴訟に伴う金銭

的・時間的費用が高くつくこと等の事情を受けて、公害

対策基本法第21条２項を根拠に公害に係る健康被害の救

済に関する特別措置法（69.12.15。以下、救済法と略す）が

成立した。ただし、救済法は民事責任とは切り離して議

論されたので、被害救済における民事責任制度の位置は

従来通りであり、医療面に限定された応急的な「社会保

障的制度」４）であった。
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政府も様々な規制を始めたのであるが、煤煙や排気ガ

スの影響は残っており、その効果は相殺されていた。こ

れを受けて、民事責任の要件を緩和した、大気汚染防止

法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律（72.6.22）

が制定され、さらに、四日市市公害では被告企業６社に

損害賠償責任を認めた津地裁四日市支部判決（72.7.24）

が下される等の動きがでてきた。この判決では、①汚染

者責任と②民事責任制度での被害救済の可能性が示され

たので、その後は「民事責任を踏まえた」制度の構想が

可能となった。具体的には、大気汚染物質と健康被害と

の相関を示す十分なデータが揃わない中で比較的蓄積さ

れていたSO2が参照され、「制度的な割り切り」５）を経

ながらも、公健法が制定されることになったのである。

ただし、「民事責任を踏まえた」という論理は、①産業

界への費用負担根拠を明確にし、公費負担を限定させる

一方で、②産業界による拠出金をもとになされる行政的

解決としての性質を持ち、民事上の損害填補と費用支出

と重なる可能性をも持つことになった６）。すなわち、公

健法の性格は、「民事上の損害賠償と費用負担・損害填

補について機能的に重複するために民事責任制度と接合

してはいるが、公健法はあくまで民事責任制度から独立

した行政上の救済制度であり、それが定める用件に従い、

行政によって救済がなされる」７）という条件付の「生存

権保障のいっそうの確実を期そうとする社会立法」８）と

なったのである。また、費用負担の考え方については、

72年５月のOECD閣僚理事会で採択された「環境政策の

国際経済的側面に関するがイディング・プリンシプル」

勧告に基づく汚染者負担原則（Polluter Pays Principle 以下、

PPPと略す）の影響がある。PPPには公共経済学という

理論的支柱があるが、元来の焦点は公害防止投資であっ

て、被害者の救済のための費用負担問題とは切り離され

ている。公健法の場合は、「社会倫理的な意味」が入っ

て費用負担問題も含めた「日本版」PPPとなっているこ

とに注意が必要である９）。

しかし、制定と前後して大気汚染をめぐる状況は変わ

っていった。政府の規制により産業界が汚染物質除去や

予防費用を投資していくにつれて、SO2の値は減少して

いったのである。その結果、産業界は改正を要求するこ

とになったが、他方で、被害者はNO2の値が横ばいであ

ることから複合汚染の危険性を主張するようになった

（図１参照）。しかし、こうした状況の変化だけでは、改

正を十分に説明できない。制定直後のSO2とNO2の濃度

値の交差は、公健法をめぐる「紛争」の拡大の機会とな

りえたし、被害者救済の内容を拡充する可能性が皆無だ

ったとまでは言えないからである。本稿では、何が改正

の直接的な要因だったのかを探る。なお、用語について、

「補償」は事後的な原状回復（損害賠償）を、「保障」は

予防的な準備（社会保障）を意味しているとすると、公

健法は前者に近い制度であるが、その政治過程はこの中

間を揺れたものとしても理解できるだろう10）。

議論は以下のように進められる。まず、先行研究を概

観した後、改正に関する仮説を検討し、問題点を示す

（Ⅱ）。次に、環境、経済、福祉の政策領域における政府

の政策選好を独立したものとして捉える分析視角を示

し、それを背景にアイディア11）と政治経済的要因（以下、

諸要因と略す）との関連を記述するためのモデルを検討

する（Ⅲ）。そして、公健法をめぐる政治過程を素描す

る（Ⅳ）。最後に、本稿の知見をまとめる（Ⅴ）。

Ⅱ．先行研究の論理構造

１．公害健康被害補償法の改正に向けられた従来の関心

公健法をめぐる政治過程について、とりわけ改正に焦

点を合わせたものは少ない。この項では、公健法に直接

的に言及した先行研究を二つに分けた上で、政治過程分

析に引きつけて概観する。

第１の研究は、改正にあたり、中央公害対策審議会

（以下、中公審と略す）が環境庁長官へ提出した最終答申

「公害健康被害補償法第１種地域のあり方について」

（86.10.30）の内容とそこでの審議の経過に対する批判を
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図１ 二酸化硫黄（SO2）とニ酸化窒素（NO2）の経年

変化（一般環境大気測定局15局平均）
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展開した議論である12）。民事責任制度と行政救済制度と

いう別個の法体系に基づいてなされてきた公健法の性格

を踏まえて、主に疫学上の知見に基づいた因果関係をい

かに立法政策に応用すべきかを論じている。

これらの議論は、公健法の性格の理論的支柱となって

いたアイディア（本稿では次の二つに着目する。①「民事責

任を踏まえた」という表現、②PPP）や、それを規定した法

制度体系を考慮することの重要性を教えてくれる。それ

は、例えば、中公審環境保健部会の大気汚染と健康被害

との関係評価等に関する専門委員会の報告書（86.4.4）

が科学的見地から評価を下したのに対し、後に同部会に

設けられた公害健康被害補償法制度問題小委員会での報

告書（86.10.3）では、法制度論上の「翻訳」13）がなされ

たという見解の背景にみてとれる。政治過程分析との関

係で注目したいのは、中公審の周辺における諸アクター

の動向についての情報が相対的に少ないために、中公審

の答申が決定的ではないという可能性も留保されうると

いうことである14）。そうだとすれば、より広い政治の文

脈において制定から改正までを捉え直す必要があると考

えられるのである。

第２の研究は、主に制定に寄与した諸要因に焦点を当

てた議論であり、改正の政治過程を検討する際に諸要因

比較の視座を提供してくれる。例えば、松野裕は、制定

について、公害問題をめぐる紛争の拡大、地域限定的な

対処、マスメディアの報道とそれによる世論の変化、外

圧、最高裁の判断の転換や四日市判決の影響を受けての

「損害賠償責任ルール」の転換、そして、そのルール下

での「当事者間の最適ルールの選択」という過程を経た

と観察し、「法制度が社会・経済の動きを規定し、また

その動きが新たな法制度を生む連鎖過程の一環」として

理解する15）。松浦以津子は、そのルールの変更に伴って

強調されていた「民事責任を踏まえた」という表現が、

以下の理由をして同床異夢を見せしめたとする。その理

由とは、政府は被害者への補償給付の費用負担を財界・

産業界に負担させること、被害者は裁判にかかる時間や

費用を抑えること、そして、産業界は被害者同様に訴訟

の抑止を望んでいたことと汚染者負担責任の追求を分散

すること、である16）。また、救済法の経緯からの政治の

動きを伝える小川他17）や、聞き取り調査によって改正に

ついてのアクターの評価を調べているＨ．ヴァイトナー
18）の研究もこの系譜と考えられる。

これらの議論は、アクターの動向をアイディアや諸要

因との関係において分析する点で本稿と関心を共有す

る。ただし、いずれの研究も各要因と制定との間の直接

的な関係を論じているものの、その要因の重み付けにつ

いては並列的で、どの要因がより重要なのかには及んで

いない。では、多くの要因を挙げる理由とは何だろうか。

一つには、公健法が世界的に見ても逸脱事例であるなら

ば、諸要因を広く探索すること自体が有用な作業という

ことである。さらにより重要と思われるのは、各論者に

よって従属変数としての制定や改正を固定する際に、公

健法の性格の捉え方に幅ができることである。これが、

①「原因」としての公害問題の不確実性から補償給付に

かかわる環境基準をSO2に限定させることになったこ

と、②被害者救済の「方法」としての費用をPPPに基づ

いて企業の拠出金で賄うこと、③「結果」としての患者

の認定等の社会保障的な制度であること、に注意を向け

させるからである。改正という出来事は一つであるが、

本稿は①から③の順に、環境、経済（「補償」）、福祉（「保

障」19））という政策領域にまたがることを政治問題化し

やすい点として注目する。この３点に着目して制定と改

正の政治過程を比較すると、制定時の主な争点が同床異

夢を見ることになった②の問題であったのに対し、改正

時には全てが争点化したという違いが重要である。

２．政治学的観点からの説明

本稿の問いは、「なぜ、公健法が改正されたのか」で

ある。この問いは、制定を説明するとされる諸要因が改

正を説明できるかどうかを比較することもでき、公健法

に対してより影響を与えていた要因の絞りこみにつなが

る。すなわち、改正に目を向けるならば、アイディアや

諸要因がどのように改正に結びついたのかについての検

証が求められるであろうし、改正のタイミングの説明が

必要であると考えられるのである。

これまでに改正の政治過程に焦点を当てた研究は少な

いが、ここでは前項での考察やマスメディアの論調等を

参考に、改正を説明すると考えられる仮説を検討してみ

よう。第１、第２の仮説は政府（しばしば官庁が指される）

に、第３は財界・産業界に、第4は政府と財界・産業界

の関係に、そして、第５は被害者団体と以上のアクター

との関係にそれぞれ着目している。なお、改正を予測さ

せる指標として、70年代から80年代の大気汚染に関する

事例の動向を参照しながら検討する。既述のように、公

健法に基づく費用負担についてはSO2を環境基準に採用
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しているが、NO2をそれに加えるかどうかが争点となっ

てきたからである。

第１は、環境庁の政治的影響力が低いために改正され

たという「弱い環境庁」仮説である。これは、マスメデ

ィアの論調に多くみられる「環境行政の後退」に関する

仮説であり、78年におけるNO2の環境基準の緩和や改正

において環境庁が産業界に押されたこと等が証拠に挙げ

られよう。しかし、71年に環境庁に実質的なNO2対策が

委ねられるようになってからの自動車排出ガス規制（い

わゆる日本版マスキー法）等において果たした役割20）を説

明できない。たとえ環境庁が「弱い」としても、創設以

降、組織に関する権限が縮小されていないことを考慮す

れば、環境庁自体ではなく、他の要因との間の相対的な

変化が原因であると考えられる。これらは区別される必

要がある。

第２は、C．ジョンソン21）に代表される議論を敷衍し

て、政府、特に通産省が産業政策を牽引し、公害を省み

ることなく産業界を活性化させているために改正された

という「発展志向型国家の逆機能」仮説である。これは、

公害問題を経済の側面から説明しており、また、前者の

後者への従属の関係が前提されている。高度経済成長と

公害問題との関係が念頭に置かれているのかもしれな

い。しかし、一面的な理解である。第１次石油危機後の

経済状況が悪化している74年から76年にかけて改正大気

汚染防止法によるSO2の総量規制が設けられたことや、

既述の70年代半ばにおける通産省や自動車業界の日本版

マスキー法の実施への適応を説明できないからである。

第３は、財界・産業界の反対が激しいために改正され

たという「財界・産業界の強い反対」仮説である22）。こ

れもマスメディアの論調に多いようであるが、これを支

持する場合は、中公審の答申の内容が財界・産業界寄り

であったこと等を指摘するであろう。しかし、財界・産

業界の反対の動きは少なくとも制定の約１年半後には始

まっており23）、その後、改正まで反対してきているわけ

であるから、この仮説のみでは、なぜ、改正が87年だっ

たのかについての説明ができない。また、自動車業界が

排ガス対策で世界を先取りする動きをみせたことも説明

できない。

第４は、D．オキモト24）に代表される議論を敷衍して、

改正の理由を中央省庁と財界・産業界の結びつきに求め

る「省庁と財界・産業界のネットワーク」仮説である。

例えば、産業界との関係について環境庁が通産省と競合

するならば、歴史の浅い環境庁と産業界とのネットワー

クは弱いといえるのかもしれない。しかし、そこでのネ

ットワークにおいて、誰が影響力を行使したのかを判定

しにくいという問題を残しているし、後述するように、

財界・産業界も一枚岩ではないことが説明できない。

第５は、政府の政策や産業界の活動に抵抗する被害者

団体の影響力が低いから改正されたという「弱い被害者

団体」仮説である。確かに、欧米と比べて全国的な規模

の単一組織を持つ環境保護団体等が形成されておらず、

また、地域限定的な組織が多く、政治や行政に与える影

響も弱いのかもしれない。しかし、社会運動論が示すよ

うに、この団体の影響力が弱いとしても、原因はそのリ

ソースのみならず、それをとりまく諸要因に求められる

可能性も残る25）。

以上の各仮説が、改正を相当程度説明することは確か

である。しかし、改正に影響を与えていると思われる要

因が改正前に存在し、その意味ではいつ改正されてもお

かしくなかったのであるから、その決定的な要因とまで

はいえないと考えられる。これは、改正と深くかかわる

大気汚染をめぐる政治や行政の政策が揺れていたことと

関連すると思われるが、重要なのはいかなる条件でどの

仮説が有効であるのかを明らかにすることであろう。

Ⅲ．分析視角

１．政府の政策選好とその社会アクターへの係わり方か

らみた類型

本稿では、政府の政策選好の組合せ（環境、経済、福祉）

という観点を改正の政治過程の分析に導入する。これは、

上述した条件を探る視点の一つにもなる。まず、このこ

との意義を明らかにするために、以上の仮説の特徴との

関連で２点考察する。

第１は、経済と環境は対立するという評価を前提にし

た議論が多かったということである。確かに、その傾向

があるとしても、必ずしもそれらが対立していないこと

は上記の検討から明らかである。これは、政府の政策選

好に複数の独立したものが同時に存在していることの証

左である。先行研究では政府の政策選好についての十分

な説明がなされておらず、意識的あるいは無意識的に一

つの政策選好、あるいは、省庁毎のセクショナリズムと

して関連性のない政策選好として捉える傾向があった。

本稿はこの点に注目する。前節において、公健法の性格
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の解釈には、環境、経済（「補償」）、福祉（「保障」）の政

策領域が絡み合っていることを確認したが、冒頭で引用

した田中元首相の言説をみても、政府の政策選好が改正

に影響を及ぼしていないとは考え難い。彼の考えに呼

応するように、制定時の争点が経済・費用負担の問題

に集中していたからである。しかし、改正時には費用問

題に加えて、環境基準、被害者認定についても争点とな

っていた。本稿では、公健法をめぐる政治過程を経済の

問題に還元することなく、三つの政策選好がそれぞれ独

立して改正に影響を及ぼしていると捉え直して、それら

の組合せにおいて改正の政治過程の背景を理解しようと

する。とはいえ、政府の政策選好は、国全体における、

その意味において、マクロの公共政策運営上の概念とし

て捉えられるので、それぞれが分かち難く結びついてい

ることも確かである。また、本稿はあくまでも改正の政

治過程に即した分析であるが、体制レベルの課題として

みる場合には、「福祉国家の成長問題」を念頭に置く必

要があるだろう26）。

政府の政策選好は三つの政策領域と政府介入の姿勢と

の関係により、理論的には表１のような八つの類型が考

えられる。表１は、あくまでも理念的な類型、かつ、相

対的な基準であるが、＋（政府介入的）と－（社会委譲的）

を設定してみる27）。環境政策については、政府が社会ア

クター（産業界・被害者団体等）に対して法律の制定等の

規制的な側面を見せる場合に＋、市場による外部不経済

に対して不作為や放任である場合に－と判定される。経

済政策については、政府が財政出動による総需要喚起政

策（指標としては、インフラ整備等の公共事業費）をとる場

合に＋、総需要抑制政策、さらに進んで市場の機能に委

ねようとする場合に－と判定される。福祉政策について

は、財政支出において社会政策（同、年金や医療等の社会

保障費）を行う場合に＋、それより限定的な政策に終始

する場合に－と判定される。財政についてみれば、財政

支出の内訳を経済と福祉とに区別して考えた方が政治過

程の説明は豊かになると思われる。福祉元年以降の財政

赤字の原因について、公共事業費か社会保障費かという

論争があるように28）、政治過程における権力構造の違い

を分析できると考えられるからである。また、法的手段

による政策も含めてその基準には反映される。なお、公

健法の事例で福祉の側面があまり出てこないのは、「生

存権保障のいっそうの確実を期そうとする社会立法」と

いう評価がある一方で、「日本版」PPPという経済に関

するアイディアが効いているためであろう。政府の政策

選好がどの程度の影響を改正に与えているかは、具体的

に事例にあたるほかない。

第２は、アクター間の権力関係に焦点を合わせて分析

する傾向があることである。検討したように、政府だけ

でも社会アクターだけでも改正の政治過程を説明できな

い。特に第５の仮説が示唆するように、アクターの活動

を制約するアイディアや諸要因との関係と、アクターが

アイディアや諸要因に働きかけるという関係を考慮し

て、政治過程を捉える必要がある。また、社会アクター

からすれば、諸要因の構造には政府がどのような政策選

好を有しているのかも含まれうるのであり、この意味に

おいてもその検討が必要と考えられる。本稿では、以上

のことを意識しながら、「なぜ、改正されたのか」に迫

る。その前に、次頁では記述モデルを検討する。

２．アイディアと政治経済的要因との関係

本稿では、歴史的に形成された制度（本稿の「諸要因」

に相当）の存在を重視しつつ、アイディアの役割に関心

を寄せるM．ウィア29）に依拠したモデルを設定する。彼

女の分析視角は、政策形成過程に焦点を当てたJ．キン

グドン30）の「政策の窓」モデルを批判的に検討するなか

で組み立てられているので、ウィア、キングドンの順に

議論をみていく。

キングドンによれば、政策形成過程には相対的に独立

した三つの「流れ」があるとされる31）。第１は「問題」

の流れである。これは、考慮されるべき多くの問題の中

から特定の問題が注目されるという流れである。その要

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

環境政策 ＋ ＋ ＋ ＋ － － － － ＋：政府介入的 －：社会委譲的

経済政策 ＋ ＋ － － ＋ － ＋ － ＋：政府介入的 －：社会委譲的

福祉政策 ＋ － － ＋ ＋ ＋ － － ＋：政府が協調的 －：政府が対決的

筆者作成

表１　政府の政策選好とその「統治」を高めるという観点からの社会への係わり方による環境政治の類型
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因は、①調査の結果に基づく数値や指標、②それを補強

する大惨事や大事件、③政府における既存のプログラム

の評価（feed back）による契機、の３点である。つまり、

こうした要因の予期しない結果が、政策決定者の注意を

引きつけるのである。ただし、問題は当該問題に限らず

次々と発生するわけであるから、「参加者」の関心を長

期間引きつけておくことは難しい。

第２は「政策」の流れである。これは、多くのアイデ

ィアの中から特定のそれが政策として提案され真剣に論

じられるという流れである。ここでは政策企業家

（policy entrepreneur）と呼ばれる人々が自らの資源を投入

しつつ、自身の選好に沿った政策を提出し、他の人々の

説得にあたる。ある政策を検討するグループ内で生き残

る政策の基準は、①技術的実行可能性、②専門家の価値

観の一致、③将来的な制約の予測、の３点である。すな

わち、目的に対する技術的な課題がクリアされ、予算の

確保や世論の賛同も期待でき、公平・平等といった価値

観とも対立しないならば、その政策が生き残る可能性も

高くなるというわけである。

第３は、「政治」の流れである。これは、多様なアク

ターが特定の活動を受容するようになるという流れであ

る。その要因としては、政権交代や議会の議席配分の変

化が考えられているが、世論（national mood）も影響を

及ぼすとされる。これらは、参加者間の取引を通じてな

される意思形成において、あるアジェンダ設定の促進要

因、あるいは、制約要因となるのである。

以上の三つの「流れ」の合流の機会が「政策の窓」で

あり、その過程は「緩やかに連結した（loosely coupled）」

ものとして捉えられている。「窓」は二つ存在し、「問題

の窓」か「政治の窓」によって開かれ、政府関係者によ

る「アジェンダの設定」が行われる。また、「政策」の

流れは「選択肢の特化」を促進している。この合流の鍵

は、本稿で言うアイディアであり、政策企業家は自らの

それを持って「問題」と「政治」の流れを待ち、好機を

得たものが「決定アジェンダ」になるというのである32）。

以上がキングドンの議論の骨子であるが、ウィアは、

三つの「流れ」の独立性を問題にする。彼女は、キング

ドンが政策過程を検討する際に歴史に無関心な

（ahistorical）点や、三つの流れについて、合流の仕方の

理解があまりに流動的であることから、そのような分け

方をすることに限界があると指摘する。彼女は、「流れ」

は蓄積された歴史的な（historical）要因によって合流の

行方が規定されていると主張しているのである。何が問

題であるのかと、それがどのように定義されるべきかと

いう概念は、影響力のあるどのアクターが立てた政策か

に依存することを強調し、一度その政策が採用されると、

今度は後の政治を規定するという。しかしだからといっ

て、その政策が決定論的に後の政治を規定するのではな

い。むしろ、政策において何が実行可能なのか、あるい

は、可能でないのかに係わる認知や決定に影響を与える

ということを主張しているのである33）。つまり、ウィア

によれば、どのアイディアが生き残るのかはその存在自

体によって決まるのではなく、諸要因をどのようにアク

ターが戦略的に解釈するかによるのである。なお、その

後、キングドンも一定の修正を試みるに至っている34）。

直接的にウィアの批判に応えたかどうかは別として、追

加された事例研究では、政策過程を取り巻く諸要因を明

示的にしたことを主張している。

Ⅳ．公害健康被害補償法改正の政治過程

これまでの議論を踏まえて、本稿における改正の政治

過程の解釈について述べておきたい。Ⅱの１項でみた第

１の研究における改正への反対には、制定時に浮上した

「民事責任を踏まえた」という表現と「日本版」PPPと

いうアイディアが念頭に置かれていたが、分析の焦点が

主に中公審にあった。しかし、これらのアイディアは、

松浦が制定時の「同床異夢」を指摘したように他のアク

ターも認識しており、改正の分析では何が「同床異夢」

を崩したのかが問われることになる。本稿では、まず、

背景的には田中内閣から中曾根康弘内閣までに、政府の

環境、経済、福祉の三つの独立した政策選好の変化があ

り、その結果、産業界の改正への動きに勢いがついたと

考える。表１からみれば、類型Ⅰは、冒頭に述べた田中

内閣が当てはまるのではないだろうか。また、中曽根内

閣は類型ｨに当てはまるように思われる35）。さらに、次

の二つのアイディアが確固たる理論を構成しきれていな

かったことも理由であると考える。まず、「民事責任を

踏まえた」という表現については、「同床異夢」を見始

めた時点で既に政治問題化する要素を含んでいたと考え

られる。また、PPPが「社会倫理的な意味」を含んだ

「日本版」ということも政治問題化を招いたと考えるの

である。すなわち、先行研究の多くがアクター間関係に

おける経済的な利益の側面から改正を説明するのに対
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し、本稿では公健法を維持するためのアイディアの構築

が十分ではなかったという観点から説明する。それが、

公健法の制度疲労を早めたと考えるのである。

以下では、この観点から改正の政治過程を素描する。

中公審の答申「公害健康被害補償法の実施に係る重要

事項について」（74.11.25）は、疫学の知見を背景にSO2

濃度の年平均値が0.05ppm以上0.07ppm未満を「著しい

大気汚染」とし、非特異性疾患（注２参照）である慢性

閉塞性肺疾患の有症率が、自然発生率（大気汚染が極めて

軽度の地域で見られる患者の発生率）の２－３倍である場

合を合理的な補償給付の基準としていた36）。この頃には、

総量規制導入等の政府の政策や産業界の公害防止関連投

資により、SO2は年平均値0.02ppmを下回る水準になっ

てきている（図１参照）。にもかかわらず、患者が増え続

けるという状況に、財界には「疑問というか不安が当然

あ」ったという。そのような中で、78年頃から有症分に

ついての公費導入を求めるように動いている37）。しかし、

政府は、PPPを根拠にその動きを跳ね返している。また、

補償給付の費用負担の内訳は、政令によって配分比率が

決められたの後、施行令において全国の一定規模以上の

煤煙排出企業（固定発生源）が８割を負い、自動車重量

税（移動発生源）から２割が引当てられていた38）（図２も

参照）。これに関しては、固定発生源は前年度の排出行

為を基礎とする単年度方式をとるために過去の行為が費

用負担とは無関係となり、「実際の費用負担は原因者性

が薄く」なるという問題39）や、SO2濃度が低くなるにつ

れて上記の負担割合で維持することの妥当性等が問われ

るようになった。このことは、産業界も一枚岩ではない

ということを示している。この背景には、公健法は民事

責任制度と異なり、必ずしも加害行為と被害の間の因果

関係が前提とされていないということがある。他方、被

害者側からみると、それが「一種の公害税」として、

「社会保障的な性格として被害者が受け取ってしまう効

果を持った」のである40）。このことは費用の流れの複雑

さからも窺い知れよう（図３参照）。このような意味にお

費　用　種　類 原　　　　因　　　　者 国 県または市

全　　　　　　　　　　　　　額

補　償　給　付　費 汚染負荷量賦課金０００００００

（13条２項支払費を含む） ＋別法徴収

＜自動車重量税収引当＞

1/2

公害保健福祉事業費
汚染負荷量賦課金０００００００

＋別法徴収
1/4 1/4

＜自動車重量税収引当＞

徴収関係 一部（国の補助の残り）

（協　会） （汚染負荷量賦課金）
一部補助

給付関係

（県・市）
1/2 1/2

図２　第１種地域（非特異的疾患）関係費用負担比率
注）公健法第13条は、「補償給付を受けることができるものに対して損害の填補がなされた場合の補償給付の免責

と（１項－引用者注）、免責されることとなった場合の費用負担者の負担調整（２項－引用者注）について定

めたものである」。詳細は、城戸謙次『逐条解説 公害健康被害補償法』ぎょうせい、1975、86-88頁を参照。引

用は、86頁。

出典）小川邦夫・高橋達直・塚本弘『公害費用負担の理論と実際』財団法人通商産業調査会、1975、190頁。
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図３　費用の流れ
出典）小川邦夫・高橋達直・塚本弘『公害費用負担の理論と実

際』財団法人通商産業調査会、1975、191頁。
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いて、改正の政治過程は「補償」と「保障」のあいだを

揺れ続けることになったのである。

被害者認定については、「指定地域」「指定疾病」「暴

露要件」という三要件をもって、機械的に因果関係が存

在するとみなされて、障害補償費や医療費が給付される。

しかし、例えば、「指定地域」について考えた場合、道

路一本を隔てて、認定あるいは不認定となる制度の創設

なので、状況が変わるとより大きな無理が生じる。後に、

厚生省出身で環境庁に移って制定に携わった橋本道夫は

「公健法の因果関係についての制度的な割り切りは、極

端です。これは猛烈な空前絶後の割り切りです」41）と述

べている。早急な被害者救済という観点から制定が迫ら

れたにせよ、「制度上の割り切り」には公健法に時限性

が内在されていたと考えられる。この点が、本稿の採る

改正の直接の原因としての公健法の制度疲労である。制

度を構想した橋本は、「いちばんフルに動いて、1000億

円と言っていたのです」。「患者としては、75000から

135000人の間。いま、ちょうど10万人ぐらいに来ているわ

けです」42）（図４、図５参照）。また、公健法への反動が大

きいこともこの制度の構想者によって自覚されていたの

である43）。そうだとすれば、改正は来るべくして来たと

いうことであろう。

他方で、図１にあるように、被害者団体は、横ばい傾

向にあるNO2等の影響も無視できないとして、公健法の

環境基準をSO2濃度のみに求めることの妥当性を問うて

いく。光化学スモッグ被害が拡大していたからである。

以上のような被害者団体と産業界との見解の相違は、そ

の後も一貫して並行線を辿る。また、それぞれの立場か

ら環境庁へ求められたのが、科学的根拠の明示というこ

とであった。制定時には、NO2を含む窒素酸化物（以下、

NOxと略す）の人体に及ぼす影響についての基礎的なデ

ータが世界的に不足しており、国内の測定体制も未整備

であったために、地域指定の指標たりえなかった44）。そ

の後、75年の10月から12月にかけて環境庁が川崎市、芦

屋市、西宮市で行った「自動車沿道住民健康影響調査」

（77.8.4）では、NOxの健康への影響が強いと判明すれば、

地域指定の要件にすることを患者や関係自治体に回答し

ていた45）。こうした動きに対し、同調査結果の出る前の

77年２月に、日本経済団体連合会（以下、経団連と略す）

は、福田赳夫首相と石原慎太郎環境庁長官宛の意見書を

政府・自民党に提出するという動きをみせていた46）。そ

の後も、79年４月に経団連等の経済団体は、自民党三役

へ地域指定解除の要望をしたり、「公害健康被害補償法

改正問題の今後の取り組み方」という内部文書をまとめ

つつ、反発を強めていったのである47）。この頃の環境庁

内部には混乱が見られる。環境保健部長が、NOxを地域

指定に含めないという旨の発言を衆参両院での公害対

策・環境保全特別委員会でする一方で、上村千一郎環境

庁長官がそれを打ち消すような発言をしているからであ

る48）。この部長発言には公害病患者の抗議活動も激しく

なり、地域指定解除について審議会に諮問するという方

向へと軌道修正している。なお、その後、環境庁長官に

なった土屋義彦、鯨岡兵輔も「地域指定」を解除しない

旨の発言をしている49）。ここまでの経過を見る限り、環

境庁と財界・産業界の間に協力関係があったとまでは言

えないであろう。

ここで経団連は、鈴木善幸内閣の下で進められている

第二次臨時行政調査会第三部会における行政改革に戦場

を移す。80年12月に経団連環境安全委員会は、NOxの総

量規制等に関して、「環境行政の合理化に関する要望」

をまとめて提出し、結局は同部会で受け入れられるとこ

ろとなる。中曾根首相に渡された83年３月の最終答申で
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は、「『第１種指定地域の指定及び解除要件の明確化を図

るとともにレセプト審査の強化等により療養の給付の適

正化を進める』と明記され、事実上、『現行制度の再検

討』」ということになった50）。その後、84年10月には環

境庁長官から申し出ての経団連との懇談がもたれたこと
51）や、85年２月の衆議院予算委員会集中審議では中曾根

首相が見直しに積極的な姿勢を示したこと52）等の動き

は、政府の政策選好に変化があったことを推測させる。

環境庁は沈黙を続けていたが53）、Ⅱの１項でも見たよ

うに、中公審環境保健部会の専門委員会に「科学的な見

地からの評価」を求めることになる。86年４月の専門委

員会報告書の結論部分では、NO2についてなんらかの影

響を及ぼしていることは否定しないまでも、疫学的に有

意な結果が出ておらず、大気汚染以外の諸因子の影響が

考えられるので、大気汚染の影響は顕著なものとは考え

られないとしている54）。その後、作業小委員会の検討を

経て、同年10月に環境保健部会に提出された原案では、

従来の患者には引き続き補償給付を行うが、新規の患者

認定は行わないこととなった。理由は、現在（＝当時）

の大気汚染の下ではその影響が気管支喘息等の主原因と

はいえず、汚染原因者の負担により、個人に対して民事

責任を踏まえた補償を行う合理性は失われているからで

あるとされた。また、政府と財界・産業界が負担し、公

害健康被害補償予防協会に500億円の環境基金を新たに

創設して、保健事業を進めることとなった55）。その論理

は、「民事責任をふまえた」という表現が個人に対して

補償するほどのことではなく、地域としての保健事業に

移していくということであった56）。この結論をめぐって

は、異例の中公審総会が開かれるに至った。そこでは地

域指定解除に反対する委員もおり、早急に環境保健施策

を行うことを求める「会長談話」を添付して、稲村利幸

環境庁長官に提出された。これらの動きの中で、環境庁

は「地域指定」の全面解除を行っていったのである57）。

Ⅴ．おわりに

本稿の問いは、「なぜ、公健法が地域指定の解除、及

び、被害者の新規認定を認めないという方向へ改正され

たのか」であった。本稿では、その直接的な原因として、

第１に、公健法の制度疲労の内在性を指摘した。その限

界値は、認定者数と補償給付金にかかわる企業による納

付金納付額の水準が目安にされていたのであった。第２

に、制定時にあらゆるアクターが「同床異夢」を見た

「民事責任を踏まえた」という表現と、費用負担の方法

を規定することになった「日本版」PPPという二つのア

イディアが政治問題化を避けられなかったという点を直

接的な原因とした。確かに、先行研究の見解同様にアク

ター間関係を分析することの重要性も確認できたが、本

稿ではそれらを規定するアイディアと諸要因、とりわけ

公健法自体に着目したのである。この試みは、松野のい

う「法制度が社会・経済の動きを規定し、またその動き

が新たな法制度を生む連鎖過程の一環」の過程の論理構

造を精緻化するものといえる。また、この事例を検討す

ることは、相対的に独立した経済、福祉、環境という政

府の政策選好の組合せという観点から、戦後日本の70年

代から80年代までの政治過程を捉える試みでもあった。

とはいえ、多くの課題が残されている。理論面と実証

面のそれぞれについて簡単に述べておきたい。第１は、

Ⅲで設定した分析視角についてである。１項の議論は、

政府の政策選好というマクロ公共政策運営上における分

析であり、２項のそれは、一事例の政治過程の分析とい

う意味でマイクロの分析である。１項と２項の関係をよ

り明確にすることが必要と考えられる。第２は、Ⅳで十

分に言及することのできなかった政府の政策選好の変化

についての記述を充実させることである57）。
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